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訓
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千
葉
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
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和
八
年
三
月
三
十
一
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千
葉
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

千
葉
県
事
務
決
裁
規
程
□
昭
和
三
十
一
年
千
葉
県
訓
令
第
十
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 

第
二
条
第
十
六
号
□
第
四
条
第
三
項
及
び
第
十
条
□
見
出
し
を
含
む
□
□
中
□
□
こ
ど
も
家
庭
対
策

監
□
を
削
る
□ 

 

第
二
十
条
第
八
項
中
□
□
こ
ど
も
家
庭
対
策
監
□
を
削
り
□
同
項
第
二
号
中
□
及
び
こ
ど
も
家
庭
対
策

監
□
を
削
り
□
同
条
第
十
項
中
□
□
こ
ど
も
家
庭
対
策
監
□
を
削
る
□ 

 

別
表
第
一
政
策
企
画
課
の
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
削
り
□
同
項
第
五
号
中
□
施
行
に
関
す
る
こ

と
□
の
下
に
□
□
地
域
未
来
交
付
金
に
関
す
る
も
の
に
限
る
□
□
□
を
加
え
□
同
号
を
同
項
第
一
号
と

し
□
同
項
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
削
り
□
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
□ 

二 

半
島
振
興
法
□
昭
和
六
十
年
法
律
第
六
十
三
号
□
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
□ 

 
 

イ 

第
二
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
関
係
市

町
村
と
の
協
議
に
関

す
る
こ
と
□ 

 

ロ 

第
三
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
関
係
市

町
村
と
の
協
議
に
関

す
る
こ
と
□ 

 

 

別
表
第
一
政
策
企
画
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

 

産
業

拠
点

整
備

戦
略

課 

一 

首
都
圏
整
備
法
□
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
三
号
□
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
□ 

 
 

イ 

第
二
十
二
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
資

料
の
提
出
等
に
関
す

る
こ
と
□ 

 

ロ 

第
二
十
九
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
報

告
に
関
す
る
こ
と
□ 

 

二 

首
都
圏
□
近
畿
圏
及
び
中
部
圏
の
近
郊
整
備
地
帯
等
の
整
備
の
た
め
の
国
の
財
政
上

の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
□
昭
和
四
十
一
年
自
治
省
令
第
二
十
八
号
□
の

施
行
に
関
す
る
こ
と
□ 

 
 

イ 

第
一
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
利
子
補

給
金
交
付
申
請
書
の

提

出

に

関

す

る

こ

と
□ 

 

三 

国
土
利
用
計
画
法
□
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
九
十
二
号
□
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
□ 

 
 

イ 

第
五
条
第
三
項
に

規
定
す
る
意
見
の
提

出
に
関
す
る
こ
と
□ 

 

ロ 

第
八
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
る
助
言
又

は
勧
告
に
関
す
る
こ

と
□ 

 

ハ 

第
九
条
第
十
四
項

の
規
定
に
よ
る
土
地

利
用
基
本
計
画
の
軽

易
な
変
更
に
関
す
る

こ
と
□ 

 

四 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
□
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
□
の
施
行
に
関
す
る
こ

と
□ 

 
 

イ 

第
四
条
第
一
項
の

規
定
及
び
附
則
第
五

条
に
規
定
す
る
措
置

に
基
づ
く
構
造
改
革 

 

 
 

 
 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

8

年

3 

月

31

日 

号 
 

外 
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特
別
区
域
計
画
の
認

定
の
申
請
に
関
す
る

こ
と
□ 

 

ロ 

第
六
条
第
一
項
の

規
定
及
び
附
則
第
五

条
に
規
定
す
る
措
置

に
基
づ
く
認
定
構
造

改
革
特
別
区
域
計
画

の
変
更
の
認
定
の
申

請
に
関
す
る
こ
と
□ 

 

五 

地
域
再
生
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
□
政
策
企
画
課
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除

く
□
□
□ 

 
 

イ 

第
五
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
地
域
再

生
計
画
の
認
定
の
申

請
に
関
す
る
こ
と
□ 

 

ロ 

第
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
地
域
再

生
計
画
の
変
更
の
認

定
の
申
請
に
関
す
る

こ
と
□ 

 

六 

低
開
発
地
域
工
業
開
発
促
進
法
□
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
十
六
号
□
の
施
行
に

関
す
る
こ
と
□ 

 
 

イ 

第
二
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
る
関
係
市

町
村
長
か
ら
の
意
見

聴

取

に

関

す

る

こ

と
□ 

 

七 

総
合
保
養
地
域
整
備
法
□
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
七
十
一
号
□
の
施
行
に
関
す
る
こ

と
□ 

 
 

イ 

第

五

条

第

四

項

□
第
六
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
□
□
の
規

定
に
よ
る
関
係
市
町 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

村
と
の
協
議
に
関
す

る
こ
と
□ 

 

八 

地
方
拠
点
都
市
地
域
の
整
備
及
び
産
業
業
務
施
設
の
再
配
置
の
促
進
に
関
す
る
法
律

□
平
成
四
年
法
律
第
七
十
六
号
□
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
□ 

 
 

イ 

第
四
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
主
務
大

臣
と
の
協
議
に
関
す

る
こ
と
□ 

 

ロ 

第
四
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
関
係
市

町
村
と
の
協
議
に
関

す
る
こ
と
□ 

 

ハ 

第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
基
本
計

画
の
関
係
市
町
村
等

と
の
協
議
に
関
す
る

こ
と
□ 

 

 

別
表
第
一
地
域
づ
く
り
課
の
項
を
削
り
□
同
表
産
業
保
安
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

健
康

福
祉

政
策

課 

一 

予
防
接
種
法
□
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
□
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
□ 

 
 

イ 

第
六
条
の
規
定
に

よ
る
臨
時
の
予
防
接

種
に
関
す
る
こ
と
□ 

 

ロ 

第
九
条
の
規
定
に

よ
る
臨
時
の
予
防
接

種
に
関
す
る
こ
と
□ 

 

二 

ハ
ン
セ
ン
病
問
題
の
解
決
の
促
進
に
関
す
る
法
律
□
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
二

号
□
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
□ 

 

イ 

第
十
九
条
の
規
定

に
よ
る
親
族
の
援
護

に
関
す
る
こ
と
□ 

 

イ 

第
二
十
一
条
の
規

定
に
よ
る
費
用
の
徴

収
に
関
す
る
こ
と
□ 

 

三 

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
年
法

律
第
百
十
四
号
□
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
□ 

 

イ 
第
三
十
三
条
□
第

七
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
政
令
に
よ
つ 

 

イ 

第
二
十
八
条
第
二

項
□
第
七
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
政
令 

 

イ 

第
十
四
条
の
規
定

に
よ
る
指
定
届
出
機

関
の
指
定
□
辞
退
及 
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て
準
用
さ
れ
る
場
合

□
同
条
第
二
項
の
政

令
に
よ
り
□
同
条
第

一
項
の
政
令
の
期
間

が
延
長
さ
れ
る
場
合

を
含
む
□
以
下
こ
の

号

に

お

い

て

同

じ
□
□
□
第
五
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ

り
実
施
さ
れ
る
場
合

及
び
第
五
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る

政
令
に
よ
つ
て
適
用

さ
れ
る
場
合
□
同
条

第
二
項
の
政
令
に
よ

り
□
同
条
第
一
項
の

政
令
の
期
間
が
延
長

さ

れ

る

場

合

を

含

む
□
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
同
じ
□
□
を

含
む
□
□
の
規
定
に

よ
る
交
通
の
制
限
又

は
遮
断
に
関
す
る
こ

と
□ 

 

ロ 

第
三
十
六
条
第
四

項
□
第
七
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
政
令

に
よ
つ
て
準
用
さ
れ

る
場
合
□
第
五
十
条

第
四
項
に
お
い
て
準

用
さ
れ
る
場
合
及
び

第
五
十
三
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
政
令

に
よ
つ
て
適
用
さ
れ

る
場
合
を
含
む
□
□ 

 
 

に
よ
つ
て
準
用
さ
れ

る
場
合
□
第
五
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ

り
実
施
さ
れ
る
場
合

及
び
第
五
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る

政
令
に
よ
つ
て
適
用

さ

れ

る

場

合

を

含

む
□
□
の
規
定
に
よ

る
ね
ず
み
族
□
昆
虫

等
の
駆
除
の
指
示
に

関
す
る
こ
と
□ 

 
ロ 

第
三
十
条
第
一
項

及
び
第
二
項
□
こ
れ

ら
の
規
定
が
第
七
条

第
一
項
の
規
定
に
よ

る
政
令
に
よ
つ
て
準

用
さ
れ
る
場
合
□
第

五
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
実
施
さ
れ

る
場
合
及
び
第
五
十

三
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
政
令
に
よ
つ

て
適
用
さ
れ
る
場
合

を
含
む
□
□
の
規
定

に
よ
る
死
体
の
移
動

制
限
等
に
関
す
る
こ

と
□ 

 

ハ 

第
三
十
一
条
第
一

項
及
び
第
二
項
□
こ

れ
ら
の
規
定
が
第
七

条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
政
令
に
よ
つ
て

準
用
さ
れ
る
場
合
□

第
五
十
条
第
一
項
の 

 
 

び
取
消
し
に
関
す
る

こ
と
□ 

 

ロ 

第
十
四
条
の
二
の

規
定
に
よ
る
指
定
提

出
機
関
の
指
定
□
辞

退
及
び
取
消
し
に
関

す
る
こ
と
□ 

 

ハ 

第
三
十
八
条
の
規

定
に
よ
る
医
療
機
関

□
第
一
種
感
染
症
指

定
医
療
機
関
及
び
第

二
種
感
染
症
指
定
医

療
機
関
を
除
く
□
□

の
指
定
及
び
取
消
し

に
関
す
る
こ
と
□ 

 

ニ 

第
四
十
条
の
規
定

に
よ
る
診
療
報
酬
の

支

払

に

関

す

る

こ

と
□ 

 
ホ 

第
四
十
二
条
の
規

定
に
よ
る
緊
急
時
等

の
特
例
に
関
す
る
こ

と
□ 

 
 

 

の
規
定
に
よ
る
掲
示 

 
 

規
定
に
よ
り
実
施
さ 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

に
関
す
る
こ
と
□
イ

に
掲
げ
る
事
務
に
係

る

も

の

に

限

る
□
□
□ 

 
 

れ
る
場
合
及
び
第
五

十
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
政
令
に
よ

つ
て
適
用
さ
れ
る
場

合
を
含
む
□
□
の
規

定
に
よ
る
生
活
の
用

に
供
さ
れ
る
水
の
使

用
制
限
等
の
命
令
及

び
市
町
村
へ
の
給
水

指

示

に

関

す

る

こ

と
□ 

 

ニ 

第
三
十
二
条
第
一

項
及
び
第
二
項
□
こ

れ
ら
の
規
定
が
第
七

条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
政
令
に
よ
つ
て

準
用
さ
れ
る
場
合
□

第
五
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
実
施
さ

れ
る
場
合
及
び
第
五

十
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
政
令
に
よ

つ
て
適
用
さ
れ
る
場

合
を
含
む
□
□
の
規

定
に
よ
る
建
物
へ
の

立
入
制
限
□
禁
止
及

び
封
鎖
等
に
関
す
る

こ
と
□ 

 

ホ 

第
三
十
六
条
第
一

項
及
び
第
二
項
□
こ

れ
ら
の
規
定
が
第
七

条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
政
令
に
よ
つ
て

準
用
さ
れ
る
場
合
□

第
五
十
条
第
五
項
に

お
い
て
準
用
さ
れ
る 

 

 
 

 
 



 
 

 

四 

千 葉 県 報 号外第２３号 令和 8 年 3 月 31 日（火曜日） 
 

 
 

 

 
 

 
 

場
合
及
び
第
五
十
三

条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
政
令
に
よ
つ
て

適
用
さ
れ
る
場
合
を

含
む
□
□
の
規
定
に

よ
る
通
知
及
び
書
面

の
交
付
に
関
す
る
こ

と
□
ロ
及
び
ハ
に
掲

げ
る
事
務
に
係
る
も

の
に
限
る
□
□
□ 

 

ヘ 

第
三
十
六
条
第
四

項
□
第
七
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
政
令

に
よ
つ
て
準
用
さ
れ

る
場
合
□
第
五
十
条

第
六
項
に
お
い
て
準

用
さ
れ
る
場
合
及
び

第
五
十
三
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
政
令

に
よ
つ
て
適
用
さ
れ

る
場
合
を
含
む
□
□

の
規
定
に
よ
る
掲
示

に
関
す
る
こ
と
□
ニ

に
掲
げ
る
事
務
に
係

る

も

の

に

限

る
□
□
□ 

 

ト 

第
三
十
八
条
の
規

定
に
よ
る
医
療
機
関

□
第
一
種
感
染
症
指

定
医
療
機
関
及
び
第

二
種
感
染
症
指
定
医

療
機
関
に
限
る
□
□

の
指
定
及
び
取
消
し

に
関
す
る
こ
と
□ 

 

 

別
表
第
一
健
康
福
祉
指
導
課
の
項
第
四
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
ニ
及
び
ホ
並
び
に
課
長
専
決
事
項
の
欄

ロ
中
□
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
□
を
□
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
□
に
改
め
□
同
表
健
康
づ
く
り
支
援

課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
イ
を
削
り
□
同
号
課
長
専
決
事
項
の
欄
イ
中
□
第
十
二
条
□
を
□
第

十
一
条
□
に
改
め
□
同
項
第
六
号
を
削
り
□
同
表
疾
病
対
策
課
の
項
中
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
削

り
□
第
五
号
を
第
二
号
と
し
□
第
六
号
を
第
三
号
と
し
□
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
□ 

四 

が
ん
登
録
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
□
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
十
一
号
□
の
施
行

に
関
す
る
こ
と
□ 

 
 

イ 

第
七
条
の
規
定
に

よ
る
勧
告
及
び
公
表

に
関
す
る
こ
と
□ 

 

ロ 

第
三
十
八
条
の
規

定
に
よ
る
勧
告
及
び

措
置
命
令
に
関
す
る

こ
と
□ 

 

 

別
表
第
一
疾
病
対
策
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

こ
ど

も
・

若
者

政
策

課 

一 

千
葉
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
□
昭
和
三
十
九
年
千
葉
県
条
例
第
六
十
四
号
□
の
施

行
に
関
す
る
こ
と
□ 

 
 

イ 

第
七
条
の
規
定
に

よ
る
優
良
興
行
及
び

優
良
図
書
等
の
推
奨

に
関
す
る
こ
と
□ 

 

ロ 

第
九
条
の
規
定
に

よ
る
有
害
興
行
の
指

定
及
び
観
覧
の
制
限

に
関
す
る
こ
と
□ 

 

ハ 

第
十
条
の
規
定
に

よ
る
有
害
図
書
等
の

指

定

に

関

す

る

こ

と
□ 

 

ニ 

第
十
一
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
勧
告

に
関
す
る
こ
と
□ 

 

ホ 

第
十
一
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
命
令

に
関
す
る
こ
と
□ 

 

ヘ 

第
十
二
条
の
規
定

に
よ
る
有
害
玩
具
等

の
指
定
に
関
す
る
こ 
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と
□ 

 

ト 

第
十
五
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
勧
告

に
関
す
る
こ
と
□ 

 

チ 

第
十
五
条
の
二
第

二
項
の
規
定
に
よ
る

勧

告

に

関

す

る

こ

と
□ 

 

リ 

第
十
八
条
の
規
定

に
よ
る
有
害
広
告
物

の
措
置
命
令
に
関
す

る
こ
と
□ 

 
ヌ 

第
二
十
三
条
の
七

の
規
定
に
よ
る
勧
告

に
関
す
る
こ
と
□ 

 

ル 

第
二
十
三
条
の
八

の
規
定
に
よ
る
公
表

に
関
す
る
こ
と
□ 

 

ヲ 

第
二
十
四
条
の
規

定
に
よ
る
審
議
会
へ

の
諮
問
に
関
す
る
こ

と
□ 

 

 

別
表
第
一
子
育
て
支
援
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
ニ
及
び
ホ
中
□
第
十
八
条
の
十
一
第
二

項
□
の
下
に
□
及
び
第
十
八
条
の
三
十
二
第
四
項
□
を
□
□
試
験
委
員
□
の
下
に
□
並
び
に
指
定
地
域
試

験
機
関
の
役
員
及
び
地
域
試
験
委
員
□
を
加
え
□
同
欄
ヘ
及
び
ト
中
□
の
規
定
に
よ
る
試
験
事
務
規
程

の
□
を
□
□
第
十
八
条
の
三
十
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
の
規
定
に
よ
る
□
に
改

め
□
同
欄
チ
か
ら
ヌ
ま
で
の
規
定
中
□
の
規
定
□
を
□
□
第
十
八
条
の
三
十
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
□
□
の
規
定
□
に
改
め
□
同
欄
中
ヨ
を
ソ
と
し
□
ル
か
ら
カ
ま
で
を
カ
か
ら
レ
ま
で
と

し
□
ヌ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

 
 

ル 

第
十
八
条
の
二
十
八
の
規
定
に
よ
る
地
域
限
定
保
育
士
試
験
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
□ 

 
 

ヲ 

第
十
八
条
の
三
十
一
の
規
定
に
よ
る
地
域
限
定
保
育
士
試
験
委
員
の
設
置
に
関
す
る
こ
と
□ 

 
 

ワ 

第
十
八
条
の
三
十
二
の
規
定
に
よ
る
指
定
地
域
試
験
機
関
の
指
定
に
関
す
る
こ
と
□ 

 

別
表
第
一
子
育
て
支
援
課
の
項
第
一
号
課
長
専
決
事
項
の
欄
中
ニ
を
ト
と
し
□
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
□ 

 
 

ニ 

第
十
八
条
の
三
十
三
の
規
定
に
よ
る
地
域
限
定
保
育
士
の
登
録
に
関
す
る
こ
と
□ 

 
 

ホ 

第
十
八
条
の
三
十
四
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
取
消
し
に
関
す
る
こ
と
□ 

 
 

ヘ 

第
十
八
条
の
三
十
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
消
除
に
関
す
る
こ
と
□ 

 

別
表
第
一
子
育
て
支
援
課
の
項
第
三
号
課
長
専
決
事
項
の
欄
イ
中
□
第
六
条
の
九
第
四
号
□
の
下
に

□
□
第
六
条
の
五
十
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
□
を
加
え
□
同
欄
ロ
中
□
の
規
定
に
よ
る

保
育
士
試
験
□
を
□
□
第
六
条
の
五
十
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
の
規
定
に
よ
る
保
育
士

試
験
及
び
地
域
限
定
保
育
士
試
験
□
に
改
め
□
同
欄
ハ
中
□
第
六
条
の
十
四
□
の
下
に
□
□
第
六
条
の
五

十
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
□
を
加
え
□
同
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

 
 

ホ 

第
六
条
の
五
十
の
規
定
に
よ
る
地
域
限
定
保
育
士
登
録
審
査
に
関
す
る
こ
と
□ 

 

別
表
第
一
障
害
者
福
祉
推
進
課
の
項
第
三
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
ニ
中
□
第
三
十
三
条
の
七
□
を
□
第

三
十
三
条
の
六
□
に
改
め
□
同
欄
ホ
及
び
ヘ
を
削
り
□
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
□ 

五 

高
次
脳
機
能
障
害
者
支
援
法
□
令
和
七
年
法
律
第
九
十
六
号
□
の
施
行
に
関
す
る
こ

と
□ 

 
 

イ 

第
十
九
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
指
定

に
関
す
る
こ
と
□ 

 

ロ 

第
二
十
三
条
の
規

定
に
よ
る
指
定
の
取

消

し

に

関

す

る

こ

と
□ 

 

 

別
表
第
一
保
険
指
導
課
の
項
第
二
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

 
 

ニ 

第
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
納
付
金
所
得
係
数
及
び
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
納
付
金
基
礎
額
調
整
係
数
の
決
定
に
関
す
る
こ
と
□ 

 

別
表
第
一
薬
務
課
の
項
第
一
号
課
長
専
決
事
項
の
欄
ワ
中
□
第
十
四
条
第
七
項
□
を
□
第
十
四
条
第
六

項
□
に
□
同
欄
カ
中
□
第
十
四
条
第
十
五
項
□
を
□
第
十
四
条
第
十
三
項
□
に
改
め
□
同
項
中
第
二
号
を

削
り
□
第
三
号
を
第
二
号
と
し
□
第
四
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
□
同
表
衛
生
指
導

課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
ロ
を
削
り
□
ハ
を
ロ
と
し
□
ニ
を
ハ
と
し
□
ホ
を
ニ
と
し
□
ヘ
を

削
り
□
同
号
課
長
専
決
事
項
の
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

 
 

ハ 

第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
及
び
検
査
に
関
す
る
こ
と
□ 

 

別
表
第
一
県
民
生
活
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

 
 

ハ 

第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
に
関
す
る
こ
と
□ 

 

別
表
第
一
県
民
生
活
課
の
項
第
二
号
を
削
り
□
同
表
経
営
支
援
課
の
項
第
二
号
を
削
り
□
同
項
中
第
三

号
を
第
二
号
と
し
□
第
四
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
□
同
表
カ
□
ボ
ン
ニ
□
□
ト
ラ

ル
推
進
課
の
項
第
一
号
中
□
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
□
発
電
設
備
の
整
備
に
係
る
海
域
の
利
用
の
促
進

に
関
す
る
法
律
□
を
□
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
□
発
電
設
備
の
整
備
に
関
す
る
法
律
□
に
改
め
□
同
号

部
長
専
決
事
項
の
欄
イ
中
□
第
九
条
□
を
□
第
十
二
条
□
に
改
め
□
同
号
課
長
専
決
事
項
の
欄
イ
中
□
第

八
条
第
五
項
□
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
□
を
□
第
十
条
第
七
項
□
に
改
め
□

同
欄
ロ
中
□
第
十
三
条
第
五
項
□
を
□
第
十
六
条
第
五
項
□
に
改
め
□
同
表
産
業
人
材
課
の
項
第
二
号
を
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削
り
□
同
表
森
林
課
の
項
第
二
号
副
知
事
専
決
事
項
の
欄
ハ
中
□
第
四
十
八
条
第
一
項
□
を
□
第
六
十
八

条
第
一
項
□
に
改
め
□
同
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
ヘ
中
□
第
四
十
八
条
第
三
項
□
を
□
第
六
十
八
条
第
三

項
□
に
改
め
□
同
欄
中
ヘ
を
リ
と
し
□
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

 
 

ヘ 
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
募
に
関
す
る
こ
と
□ 

 
 

ト 
第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
に
関
す
る
こ
と
□ 

 
 

チ 

第
四
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
関
す
る
こ
と
□ 

 

別
表
第
一
建
設
・
不
動
産
業
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
イ
中
□
第
二
十
八
条
□
を
□
第
二
十

八
条
第
三
項
及
び
第
五
項
□
に
改
め
□
□
指
示
□
勧
告
及
び
□
を
削
り
□
同
欄
ロ
中
□
第
一
項
第
四
号
□

の
下
に
□
及
び
第
五
号
□
を
加
え
□
同
号
課
長
専
決
事
項
の
欄
イ
中
□
□
許
可
の
更
新
を
除
く
□
□
□
を

□
及
び
そ
の
更
新
□
に
改
め
□
同
欄
中
ヘ
を
ト
と
し
□
ホ
を
ヘ
と
し
□
同
欄
ニ
中
□
及
び
□
の
下
に
□
第

五
号
並
び
に
□
を
加
え
□
同
欄
中
ニ
を
ホ
と
し
□
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

 
 

ニ 

第
二
十
八
条
第
一
項
□
第
二
項
□
第
四
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
□
勧
告
に
関
す
る

こ
と
□ 

 

別
表
第
一
建
設
・
不
動
産
業
課
の
項
第
三
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
イ
中
□
取
消
し
□
の
下
に
□
□
入
札

参
加
資
格
の
取
消
し
の
申
請
が
あ
つ
た
も
の
を
除
く
□
□
□
を
加
え
□
同
号
課
長
専
決
事
項
の
欄
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
□ 

 
 

ハ 

資
格
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
の
資
格
の
取
消
し
□
入
札
参
加
資
格
の
取
消
し
の
申

請
が
あ
つ
た
も
の
に
限
る
□
□
に
関
す
る
こ
と
□ 

 

別
表
第
一
建
設
・
不
動
産
業
課
の
項
第
四
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
ハ
中
□
第
六
十
五
条
□
を
□
第
六
十

五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
□
に
改
め
□
□
指
示
及
び
□
を
削
り
□
同
欄
ホ
中
□
第
六
十
八
条
□
を
□
第
六

十
八
条
第
二
項
及
び
第
四
項
□
に
□
□
指
示
及
び
事
務
の
禁
止
等
□
を
□
事
務
の
禁
止
□
に
改
め
□
同
号

課
長
専
決
事
項
の
欄
中
ソ
を
ネ
と
し
□
レ
を
ツ
と
し
□
タ
を
ソ
と
し
□
ヨ
を
タ
と
し
□
タ
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
□ 

 
 

レ 

第
六
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
関
す
る
こ
と
□ 

 

別
表
第
一
建
設
・
不
動
産
業
課
の
項
第
四
号
課
長
専
決
事
項
の
欄
カ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

 
 

ヨ 

第
六
十
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
関
す
る
こ
と
□ 

 

別
表
第
一
河
川
整
備
課
の
項
中
第
一
号
を
削
り
□
第
二
号
を
第
一
号
と
し
□
第
三
号
を
削
り
□
第
四
号

を
第
二
号
と
し
□
第
五
号
を
削
り
□
第
六
号
を
第
三
号
と
し
□
第
七
号
を
第
四
号
と
し
□
第
八
号
を
第
五

号
と
し
□
同
表
河
川
環
境
課
の
項
第
一
号
中
□
砂
防
法
□
の
下
に
□
□
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九

号
□
□
を
加
え
□
同
号
副
知
事
専
決
事
項
の
欄
中
ロ
を
ニ
と
し
□
ニ
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

 
 

ハ 

第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
費
用
負
担
に
関
す
る
こ
と
□ 

 

別
表
第
一
河
川
環
境
課
の
項
第
一
号
副
知
事
専
決
事
項
の
欄
中
イ
を
ロ
と
し
□
ロ
の
前
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
□ 

 
 

イ 

第
六
条
の
規
定
に
よ
る
工
事
施
行
及
び
設
備
維
持
に
関
す
る
こ
と
□ 

 

別
表
第
一
河
川
環
境
課
の
項
第
一
号
副
知
事
専
決
事
項
の
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

 
 

ホ 

第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
収
入
の
下
付
に
関
す
る
こ
と
□ 

 

別
表
第
一
河
川
環
境
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
ホ
を
チ
と
し
□
ロ
か
ら
ニ
ま
で
を
ホ
か
ら

ト
ま
で
と
し
□
ホ
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

 
 

ニ 

第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
損
害
賠
償
に
関
す
る
こ
と
□ 

 

別
表
第
一
河
川
環
境
課
の
項
第
一
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
イ
を
ハ
と
し
□
ハ
の
前
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
□ 

 
 

イ 

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
設
備
管
理
及
び
工
事
施
行
に
関
す
る
こ
と
□ 

 
 

ロ 

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
工
事
施
行
及
び
設
備
維
持
の
指
示
に
関
す
る
こ
と
□ 

 

別
表
第
一
河
川
環
境
課
の
項
中
第
十
六
号
を
第
十
七
号
と
し
□
第
十
一
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を
一
号

ず
つ
繰
り
下
げ
□
同
項
第
十
号
中
□
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
□
の
下
に

□
□
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
□
□
を
加
え
□
同
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
□ 

 
 

ヘ 

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
工
事
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
□ 

 
 

ト 

第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
損
失
補
償
に
関
す
る
こ
と
□ 

 

別
表
第
一
河
川
環
境
課
の
項
中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
□
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰

り
下
げ
□
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
□ 

七 

地
す
べ
り
等
防
止
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
□
耕
地
課
及
び
森
林
課
に
お
い
て
所
掌

す
る
も
の
を
除
く
□
□
□ 

 

イ 

第
三
十
条
の
規
定

に
よ
る
受
益
都
府
県

の
分
担
金
に
関
す
る

こ
と
□ 

 

ロ 

第
三
十
三
条
の
規

定
に
よ
る
費
用
負
担

に
関
す
る
こ
と
□ 

 

ハ 

第
三
十
四
条
の
規

定
に
よ
る
原
因
者
負

担

金

に

関

す

る

こ

と
□ 

 

イ 

第
九
条
の
規
定
に

よ
る
地
す
べ
り
防
止

工
事
の
基
本
計
画
の

作

成

に

関

す

る

こ

と
□ 

 

ロ 

第
十
条
の
規
定
に

よ
る
意
見
に
関
す
る

こ
と
□ 

 

ハ 

第
十
一
条
の
規
定

に
よ
る
設
計
及
び
計

画
の
承
認
及
び
協
議

に
関
す
る
こ
と
□ 

 

ニ 

第
十
三
条
の
規
定

に
よ
る
兼
用
工
作
物

の
工
事
の
協
議
に
関

す
る
こ
と
□ 

 

ホ 

第
十
四
条
の
規
定

に
よ
る
施
行
命
令
に

関
す
る
こ
と
□ 

 

イ 

第
八
条
の
規
定
に

よ
る
標
識
の
設
置
に

関
す
る
こ
と
□ 

 

ロ 

第
十
六
条
の
規
定

に
よ
る
立
入
り
に
関

す
る
こ
と
□ 

 

ハ 

第
二
十
二
条
の
規

定
に
よ
る
監
督
に
関

す
る
こ
と
□ 

 

ニ 

第
二
十
六
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
地

す
べ
り
防
止
区
域
台

帳
の
閲
覧
に
関
す
る

こ
と
□ 
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ヘ 

第
二
十
一
条
の
規

定
に
よ
る
監
督
処
分

に
関
す
る
こ
と
□ 

 

ト 

第
二
十
三
条
の
規

定
に
よ
る
措
置
命
令

に
関
す
る
こ
と
□ 

 

チ 

第
二
十
四
条
の
規

定
に
よ
る
関
連
事
業

計

画

に

関

す

る

こ

と
□ 

 
リ 

第
二
十
五
条
の
規

定
に
よ
る
立
退
き
の

指

示

に

関

す

る

こ

と
□ 

 

ヌ 

第
二
十
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
地

す
べ
り
防
止
区
域
台

帳
に
関
す
る
こ
と
□ 

 

ル 

第
三
十
八
条
の
規

定
に
よ
る
徴
収
に
関

す
る
こ
と
□ 

 

ヲ 

第
四
十
八
条
の
規

定
に
よ
る
漁
港
管
理

者
又
は
漁
港
管
理
者

の
長
に
対
す
る
協
議

に
関
す
る
こ
と
□ 

 

 

別
表
第
一
建
築
指
導
課
の
項
第
二
号
課
長
専
決
事
項
の
欄
ニ
中
□
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
六
項
又
は

第
七
項
□
を
□
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
十
一
項
又
は
第
十
二
項
□
に
改
め
□
同
項
第
八
号
中
□
マ
ン

シ
□
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
□
を
□
マ
ン
シ
□
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法

律
□
に
改
め
□
同
号
課
長
専
決
事
項
の
欄
イ
中
□
第
百
二
条
第
二
項
□
を
□
第
百
六
十
三
条
の
五
十
六
第

二
項
□
に
改
め
□
同
表
住
宅
課
の
項
第
九
号
中
□
マ
ン
シ
□
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
□

を
□
マ
ン
シ
□
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
□
に
改
め
□
同
号
副
知
事
専
決
事
項
の
欄
イ
を
削

り
□
同
欄
ロ
中
□
建
替
事
業
□
を
□
再
生
事
業
□
に
改
め
□
同
欄
中
ロ
を
イ
と
し
□
ハ
を
削
り
□
同
欄
ニ

中
□
建
替
事
業
□
を
□
再
生
事
業
□
に
改
め
□
同
欄
中
ニ
を
ロ
と
し
□
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

 
 

ハ 

第
百
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
除
却
等
計
画
の
認
定
に
関
す
る
こ
と
□ 

 

別
表
第
一
住
宅
課
の
項
第
九
号
副
知
事
専
決
事
項
の
欄
中
ホ
か
ら
チ
ま
で
を
削
り
□
リ
を
ニ
と
し
□
ヌ

を
削
り
□
同
号
課
長
専
決
事
項
の
欄
中
イ
を
削
り
□
ロ
を
イ
と
し
□
同
欄
ハ
中
□
第
九
十
四
条
第
一
項
□

を
□
第
九
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
□
に
改
め
□
同
欄
中
ハ
を
ロ
と
し
□
ニ
を
ハ
と
し
□
ホ
を
ニ
と

し
□
ヘ
か
ら
チ
ま
で
を
削
り
□
リ
を
ホ
と
し
□
ヌ
を
削
り
□
ル
を
ヘ
と
し
□
ヲ
を
ト
と
し
□
ワ
を
削
り
□

ト
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

 
 

チ 

第
百
六
十
三
条
の
五
十
二
の
規
定
に
よ
る
報
告
□
勧
告
等
に
関
す
る
こ
と
□ 

 
 

リ 

第
百
六
十
三
条
の
五
十
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
総
会
等
の
招
集
に
関
す
る
こ
と
□ 

 
 

ヌ 

第
百
六
十
三
条
の
五
十
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
組
合
員
の
投
票
に
関
す
る
こ
と
□ 

 
 

ル 

第
百
六
十
三
条
の
五
十
八
の
規
定
に
よ
る
指
導
及
び
助
言
並
び
に
指
示
等
に
関
す
る
こ
と
□ 

 

別
表
第
一
住
宅
課
の
項
第
九
号
課
長
専
決
事
項
の
欄
中
カ
を
ヲ
と
し
□
ヨ
を
削
り
□
タ
を
ワ
と
し
□
レ

を
カ
と
し
□
ソ
を
削
る
□ 

 

別
表
第
一
の
四
住
宅
課
の
項
第
四
号
中
イ
を
ロ
と
し
□
ロ
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

 
 

イ 

第
五
条
の
二
の
二
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
関
す
る
こ
と
□ 

 

別
表
第
一
の
四
住
宅
課
の
項
第
六
号
中
□
マ
ン
シ
□
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
□
を

□
マ
ン
シ
□
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
□
に
改
め
□
同
号
ニ
□
ト
及
び
リ
中
□
建
替
事
業
□

を
□
再
生
事
業
□
に
改
め
□
同
号
ヌ
中
□
建
替
組
合
□
を
□
再
生
組
合
□
に
改
め
□
同
号
ワ
中
□
建
替
事

業
□
を
□
再
生
事
業
□
に
改
め
□
同
号
カ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

 
 

カ 

第
百
六
条
の
規
定
に
よ
る
除
却
等
計
画
の
変
更
の
認
定
に
関
す
る
こ
と
□ 

 

別
表
第
一
の
四
住
宅
課
の
項
第
六
号
中
ム
を
ヤ
と
し
□
ネ
か
ら
ラ
ま
で
を
ノ
か
ら
ク
ま
で
と
し
□
ツ
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

 
 

ネ 

第
百
六
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
定
款
又
は
資
金
計
画
の
変
更
の
認
可
に
関
す

る
こ
と
□ 

 
 

ナ 

第
百
六
十
三
条
の
三
十
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
解
散
の
認
可
に
関
す
る
こ
と
□ 

 
 

ラ 

第
百
六
十
三
条
の
三
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
補
償
金
支
払
計
画
の
認
可
に
関
す
る
こ
と
□ 

 
 

ム 

第
百
六
十
三
条
の
五
十
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
命
令
に
関
す
る
こ
と
□ 

 
 

ウ 

第
百
六
十
三
条
の
五
十
三
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
議
決
□
選
挙
□
当
選
及
び
解
任
の
投
票
の
取

消
し
に
関
す
る
こ
と
□ 

 
 

ヰ 

第
百
七
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
計
画
の
修
正
の
命
令
及
び
意
見
の
不
採
択
の
通
知
に

関
す
る
こ
と
□ 

 
別
表
第
二
の
二
地
域
整
備
課
□
指
導
管
理
課
□
調
査
課
及
び
鴨
川
地
域
整
備
課
共
通
の
項
第
二
号
農
業

事
務
所
次
長
等
専
決
事
項
の
欄
イ
中
□
五
千
万
円
□
を
□
一
億
円
□
に
□
□
□
出
来
形
検
査
及
び
中
間
検

査
並
び
に
一
件
の
業
務
委
託
□
建
築
・
設
備
に
係
る
委
託
業
務
の
検
査
を
除
く
□
□
が
一
千
万
円
未
満
の

検
査
□
を
□
及
び
出
来
形
検
査
並
び
に
一
件
の
請
負
金
額
五
千
万
円
未
満
の
土
木
工
事
の
中
間
検
査
□
に

改
め
□
同
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

 
 

ロ 

一
件
の
業
務
委
託
料
□
建
築
・
設
備
に
係
る
委
託
業
務
を
除
く
□
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
□
□
二
千
万
円
未
満
の
完
了
検
査
及
び
出
来
形
検
査
並
び
に
一
件
の
業
務
委
託
料
四
千
万
円
未

満
の
中
間
検
査
に
関
す
る
こ
と
□ 
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二 

一
件
三
百
万
円
未
満
の
林
産
物
の
処
分
に
関
す
る
こ
と
□ 

二 

一
件
の
業
務
委
託
料
□
建
築
・
設
備
に
係
る
委
託
業
務
を
除

く
□
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
□
□
二
千
万
円
未
満
の
完
了

検
査
及
び
出
来
形
検
査
並
び
に
一
件
の
業
務
委
託
料
四
千
万
円

未
満
の
中
間
検
査
に
関
す
る
こ
と
□ 

三 

一
件
三
百
万
円
未
満
の
林
産
物
の
処
分
に
関
す
る
こ
と
□ 

を 
 

に
改
め
る
□ 

 

に
改
め
□
同
項
中 

 

 

別
表
第
二
の
二
両
総
用
水
管
理
課
の
項
第
二
号
農
業
事
務
所
次
長
等
専
決
事
項
の
欄
イ
中
□
五
千
万

円
□
を
□
一
億
円
□
に
□
□
□
出
来
形
検
査
及
び
中
間
検
査
並
び
に
一
件
の
業
務
委
託
□
建
築
・
設
備
に

係
る
委
託
業
務
の
検
査
を
除
く
□
□
が
一
千
万
円
未
満
の
検
査
□
を
□
及
び
出
来
形
検
査
並
び
に
一
件
の

請
負
金
額
五
千
万
円
未
満
の
土
木
工
事
の
中
間
検
査
□
に
改
め
□
同
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

 
 

ロ 
一
件
の
業
務
委
託
料
□
建
築
・
設
備
に
係
る
委
託
業
務
を
除
く
□
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
□
□
二
千
万
円
未
満
の
完
了
検
査
及
び
出
来
形
検
査
並
び
に
一
件
の
業
務
委
託
料
四
千
万
円
未

満
の
中
間
検
査
に
関
す
る
こ
と
□ 

 

別
表
第
三
林
業
事
務
所
の
項
第
一
号
中
□
五
千
万
円
□
を
□
一
億
円
□
に
□
□
□
出
来
形
検
査
□
中
間

検
査
及
び
一
件
の
業
務
委
託
料
□
建
築
・
設
備
に
係
る
委
託
業
務
の
検
査
を
除
く
□
□
が
一
千
万
円
未
満

の
検
査
□
を
□
及
び
出
来
形
検
査
並
び
に
一
件
の
請
負
金
額
五
千
万
円
未
満
の
土
木
工
事
の
中
間
検
査
□ 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□ 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 

 

別
表
第
三
漁
港
事
務
所 

土
木
事
務
所 

港
湾
事
務
所 

北
千
葉
道
路
建
設
事
務
所 

一
宮
川
改
修
事

務
所 

ダ
ム
管
理
事
務
所 

区
画
整
理
事
務
所 

下
水
道
事
務
所
の
項
第
一
号
中
□
五
千
万
円
□
を
□
一

億
円
□
に
□
□
一
億
円
□
を
□
二
億
円
□
に
改
め
□
同
項
第
二
号
中
□
□
が
一
千
万
円
未
満
の
検
査
□
を

□
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
□
□
二
千
万
円
未
満
の
完
了
検
査
及
び
出
来
形
検
査
並
び
に
一
件
の
業
務

委
託
料
四
千
万
円
未
満
の
中
間
検
査
□
に
改
め
□
同
表
土
木
事
務
所
□
千
葉
土
木
事
務
所
□
葛
南
土
木
事

務
所
□
東
葛
飾
土
木
事
務
所
□
柏
土
木
事
務
所
□
銚
子
土
木
事
務
所
□
夷
隅
土
木
事
務
所
及
び
市
原
土
木

事
務
所
を
除
く
□
□
の
項
第
一
号
中
イ
を
削
り
□
ロ
を
イ
と
し
□
同
表
千
葉
土
木
事
務
所
□
葛
南
土
木
事

務
所
及
び
市
原
土
木
事
務
所
の
項
第
一
号
中
イ
を
削
り
□
ロ
を
イ
と
し
□
同
表
東
葛
飾
土
木
事
務
所
□
銚

子
土
木
事
務
所
及
び
夷
隅
土
木
事
務
所
の
項
第
一
号
中
イ
を
削
り
□
ロ
を
イ
と
す
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
□
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□
た
だ
し
□
別
表
第
一
薬
務
課
の
項
の
改
正
規
定

は
□
同
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 
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〇
四
三
□
二
二
三
□
二
六
五
八 

 


